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町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部を改正する条例 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

（平成２７年３月町田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第３条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「い

う。）は、」の次に「法第１９条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども（同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どものうち、満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者（特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満３歳以上保育認定子ども」

という。）を除く。）における利用者負担額にあっては０円、満３歳未満保育認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。）における利用者負担額にあっ

ては」を加える。 

別表の１の表及び２の表を削る。 

別表の３の表中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、別表の３の表Ａの項中「生

活保護法」の次に「（昭和２５年法律第１４４号）」を加え、「者又は」を「者、」に改

め、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律」の次に「（平成６年法律第３０号）」を、「支援給

付を受けている者」の次に「又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の

４に規定する里親」を加え、別表の３の表Ｂ―１の項中「（ひとり親世帯等に限る。）」

を削り、同項を別表の３の表Ｂの項とし、別表の３の表Ｂ―２の項を削り、別表備考

第３項及び第４項を次のように改める。 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０１円以上の世帯を除く。）におけるこ

の表の規定の適用については、 

「   「         
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 ４，５００ ４，２００  １，５００ １，４００  

 ５，１００ ４，５００  １，５００ １，４００  

 ５，７００ ５，１００  １，５００ １，４００  

 ６，４００ ５，８００  １，５００ １，４００  

 ７，７００ ７，０００ とあるのは ２，３００ ２，１００  

 ９，９００ ９，２００  ３，０００ ２，７００  

 １３，２００ １１，９００  ４，０００ ３，６００  

 １６，８００ １４，９００  ５，０００ ４，５００  

 １９，７００ １７，７００  ５，９００ ５，３００  

   」   」 

とする。 

４ この表の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政

令第２１３号）第１４条に規定する特定被監護者等（以下「特定被監護者等」

という。）が２人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担

額の月額は、次の各号に掲げる満３歳未満保育認定子どもの区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）特定被監護者等のうち２番目の年長者である満３歳未満保育認定子ども 

この表に規定する額に２分の１を乗じて得た額 

（２）特定被監護者等（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）

である満３歳未満保育認定子ども ０円 

別表備考第５項を削り、別表備考第６項中「１の表から３の表まで」を「この表」

に改め、同項を別表備考第５項とし、別表の３の表を別表とする。 

附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）に基づく子どものための教育・保育給付（法附則

第６条第１項に規定する委託費の支払を含む。）に係る教育・保育給付

認定保護者又は扶養義務者（以下「保護者等」という。）が負担すべき

費用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）に基づく子どものための教育・保育給付（法附則

第６条第１項に規定する委託費の支払を含む。）に係る支給認定保護者

又は扶養義務者（以下「保護者等」という。）が負担すべき費用に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（利用者負担額等） （利用者負担額等） 

第３条 法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項

第２号又は第３０条第２項第１号から第３号まで（法附則第９条第１項

の適用があるときは、同項第１号イ、第２号イ（１）若しくはロ（１）

又は第３号イ（１））に規定する政令で定める額を限度として当該教育・

保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し

て市が定める額（以下「利用者負担額」という。）は、法第１９条第１

項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども（同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どものうち、満３歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者（特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満３歳以

上保育認定子ども」という。）を除く。）における利用者負担額にあっ

ては０円、満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を含む。以下同じ。）における利用者負担額にあっては別表に定めると

おりとする。 

第３条 法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項

第２号又は第３０条第２項第１号から第３号まで（法附則第９条第１項

の適用があるときは、同項第１号イ、第２号イ（１）若しくはロ（１）

又は第３号イ（１））に規定する政令で定める額を限度として当該支給

認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定

める額（以下「利用者負担額」という。）は、別表に定めるとおりとす

る。 

２ 略 ２ 略 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 １ 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

支給認定子どもにおける利用者負担額表 

 
教育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担額

の月額（円） 
階層区分 定義 

A 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

の規定による保護を受けている者又は中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）の規定による支援給付を受けてい

る者が属する世帯 

０ 

B―１ A階層を除

く世帯で

教育を受

ける年度

（４月か

ら８月ま

でにあっ

ては、前年

度。以下同

じ。）の市

町村民税

が右の区

ひとり親世帯等のうち、市町村

民税非課税世帯又は均等割の

み課税されている世帯 

０ 

B―２ 市町村民税非課税世帯（ひとり

親世帯等を除く。） 

３，０００ 

C 均等割のみ課税されている世

帯（ひとり親世帯等を除く。） 

３，０００ 

D―１ 所得割が１２，０００円未満の

世帯 

６，７００ 

D―２ 所得割が１２，０００円以上３

０，０００円未満の世帯 

７，２００ 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

D―３ 分に該当

する世帯 

所得割が３０，０００円以上４

８，６００円未満の世帯 

７，４００ 

D―４ 所得割が４８，６００円以上５

２，０００円未満の世帯 

８，３００ 

D―５ 所得割が５２，０００円以上５

６，０００円未満の世帯 

９，２００ 

D―６ 所得割が５６，０００円以上７

７，１０１円未満の世帯 

１０，１００ 

D―７ 所得割が７７，１０１円以上８

０，０００円未満の世帯 

１８，１００ 

D―８ 所得割が８０，０００円以上２

１１，２０１円未満の世帯 

２０，５００ 

D―９ 所得割が２１１，２０１円以上

２５６，３０１円未満の世帯 

２５，７００ 

D―１０ 所得割が２５６，３０１円以上

の世帯 

２５，７００ 

    
 

 ２ 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもにおける利用者負担額表 

 
保育を受ける子どもの属する世帯の階層

区分 

利用者負担額の月額（円） 

階層区分 定義 保育標準時 保育短時間
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

間認定者 認定者 

A 生活保護法の規定による保護

を受けている者又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律の規定によ

る支援給付を受けている者が

属する世帯 

０ ０ 

B―１ A 階層を

除く世帯

で保育を

受ける年

度の市町

村民税が

右の区分

に該当す

る世帯 

市町村民税非課

税世帯（ひとり親

世帯等に限る。） 

０ ０ 

B―２ 市町村民税非課

税世帯（ひとり親

世帯等を除く。） 

１，３００ １，２００ 

C 均等割のみ課税

されている世帯 

３，９００ ３，６００ 

D―１ 所得割が１２，０

００円未満の世

帯 

４，４００ ４，１００ 

D―２ 所得割が１２，０

００円以上３０，

５，０００ ４，７００ 

- 4 -

-  -0123456789



＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

０００円未満の

世帯 

D―３ 所得割が３０，０

００円以上４８，

６００円未満の

世帯 

５，７００ ５，１００ 

D―４ 所得割が４８，６

００円以上５２，

０００円未満の

世帯 

７，３００ ６，６００ 

D―５ 所得割が５２，０

００円以上５６，

０００円未満の

世帯 

８，８００ ８，１００ 

D―６ 所得割が５６，０

００円以上６０，

０００円未満の

世帯 

１０，４００ ９，１００ 

D―７ 所得割が６０，０

００円以上６８，

０００円未満の

世帯 

１２，７００ １１，３００ 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

D―８  所得割が６８，０

００円以上８０，

０００円未満の

世帯 

１４，７００ １３，２００ 

D―９ 所得割が８０，０

００円以上９６，

０００円未満の

世帯 

１６，６００ １４，５００ 

D―１０ 所得割が９６，０

００円以上１１

６，０００円未満

の世帯 

１８，３００ １６，１００ 

D―１１ 所得割が１１６，

０００円以上１

３９，０００円未

満の世帯 

２０，３００ １７，９００ 

D―１２ 所得割が１３９，

０００円以上１

６２，０００円未

満の世帯 

２１，５００ １８，５００ 

D―１３ 所得割が１６２，

０００円以上１

２２，７００ １９，５００ 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

８５，０００円未

満の世帯 

D―１４ 所得割が１８５，

０００円以上２

０８，０００円未

満の世帯 

２４，４００ ２１，１００ 

D―１５ 所得割が２０８，

０００円以上２

３２，０００円未

満の世帯 

２６，１００ ２２，６００ 

D―１６ 所得割が２３２，

０００円以上２

５８，０００円未

満の世帯 

２７，６００ ２４，０００ 

D―１７ 所得割が２５８，

０００円以上２

８５，０００円未

満の世帯 

２９，０００ ２５，３００ 

D―１８ 所得割が２８５，

０００円以上３

１３，０００円未

満の世帯 

３０，６００ ２６，９００ 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

D―１９ 所得割が３１３，

０００円以上３

４３，０００円未

満の世帯 

３２，５００ ２８，７００ 

D―２０ 所得割が３４３，

０００円以上３

７３，０００円未

満の世帯 

３３，９００ ３０，１００ 

D―２１ 所得割が３７３，

０００円以上４

０７，０００円未

満の世帯 

３５，６００ ３１，７００ 

D―２２ 所得割が４０７，

０００円以上４

４１，０００円未

満の世帯 

３７，３００ ３３，４００ 

D―２３ 所得割が４４１，

０００円以上５

０１，０００円未

満の世帯 

３９，２００ ３５，３００ 

D―２４ 所得割が５０１，

０００円以上の

４０，２００ ３６，２００ 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

世帯 

     
 

満３歳未満保育認定子どもにおける利用者負担額表 ３ 法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもにおける利用者負担額表 

保育を受ける子どもの属する世帯の階層

区分 

利用者負担額の月額（円） 

階層区分 定義 保育標準時

間認定者 

保育短時間

認定者 

A 生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）の規定による保

護を受けている者、中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）の規定による

支援給付を受けている者又は

児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第６条の４に規

定する里親が属する世帯 

０ ０ 

B A 階層を

除く世帯

で保育を

市町村民税非課

税世帯 

 

０ ０ 

保育を受ける子どもの属する世帯の階層

区分 

利用者負担額の月額（円） 

階層区分 定義 保育標準時

間認定者 

保育短時間

認定者 

A 生活保護法の規定による保護

を受けている者又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律の規定によ

る支援給付を受けている者が

属する世帯 

 

 

 

 

０ ０ 

B―１ A 階層を

除く世帯

で保育を

市町村民税非課

税世帯（ひとり親

世帯等に限る。） 

０ ０ 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

受ける年

度の市町

村民税が

右の区分

に該当す

る世帯 

 

 

 

略 略 略 略 

 

B―２ 受ける年

度の市町

村民税が

右の区分

に該当す

る世帯 

市町村民税非課

税世帯（ひとり親

世帯等を除く。） 

１，５００ １，４００ 

略 略 略 略 

 

備考 備考 

１・２ 略 １・２ 略 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０１円以上の世帯を除く。）

におけるこの表の規定の適用については、 

３ ひとり親世帯等（所得割が７７，１０１円以上の世帯を除く。）

における１の表から３の表までの規定の適用については、１の表中

「６，７００」、「７，２００」、「７，４００」、「８，３００」、

「９，２００」及び「１０，１００」とあるのは「３，０００」と、

２の表中 

    「 

 

 

３，９００ ３，６００ 

４，４００ ４，１００ 

５，０００ ４，７００ 

５，７００ ５，１００ 

７，３００ ６，６００ 

８，８００ ８，１００ 

１０，４００ ９，１００ 

とあるのは 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

１２，７００ １１，３００ 

１４，７００ １３，２００ 
 

                                                      」 

    「 

 

 

１，３００ １，２００ 

１，３００ １，２００ 

１，３００ １，２００ 

１，３００ １，２００ 

１，６００ １，５００ 

２，０００ １，８００ 

２，３００ ２，０００ 

２，８００ ２，５００ 

３，３００ ２，９００ 
 

と、３の表中 

                                                       」 

  「    「 

４，５００ ４，２００ 

５，１００ ４，５００ 

５，７００ ５，１００ 

６，４００ ５，８００ 

 

 

 

 

 

４，５００ ４，２００ 

５，１００ ４，５００ 

５，７００ ５，１００ 

６，４００ ５，８００ 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

７，７００ ７，０００ 

９，９００ ９，２００ 

１３，２００ １１，９００ 

１６，８００ １４，９００ 

１９，７００ １７，７００ 
 

とあるのは ７，７００ ７，０００ 

９，９００ ９，２００ 

１３，２００ １１，９００ 

１６，８００ １４，９００ 

１９，７００ １７，７００ 
 

とあるのは 

                           」                            」 

  「    「 

１，５００ １，４００ 

１，５００ １，４００ 

１，５００ １，４００ 

１，５００ １，４００ 

２，３００ ２，１００ 

３，０００ ２，７００ 

４，０００ ３，６００ 

５，０００ ４，５００ 

５，９００ ５，３００ 
 

とする。 

１，５００ １，４００ 

１，５００ １，４００ 

１，５００ １，４００ 

１，５００ １，４００ 

２，３００ ２，１００ 

３，０００ ２，７００ 

４，０００ ３，６００ 

５，０００ ４，５００ 

５，９００ ５，３００ 
 

とする。 

                           」                            」 

４ この表の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行令（平成

２６年政令第２１３号）第１４条に規定する特定被監護者等（以下

４ １の表から３の表までの規定にかかわらず、子ども・子育て支援

法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「政令」という。）第
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

「特定被監護者等」という。）が２人以上いる場合の教育・保育給

付認定保護者に係る利用者負担額の月額は、次の各号に掲げる満３

歳未満保育認定子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

１４条又は第１４条の２の規定の適用がある場合の支給認定子ど

もにおける利用者負担額の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 特定被監護者等のうち２番目の年長者である満３歳未満保

育認定子ども この表に規定する額に２分の１を乗じて得た額 

（１） 政令第１４条各号又は第１４条の２第１項各号に定める額

が政令第４条から第７条まで及び第９条から第１２条までの規

定により算定される額に２分の１を乗じて得た額となる場合 

１の表から３の表までに規定する額に２分の１を乗じて得た額 

（２） 特定被監護者等（そのうち最年長者及び２番目の年長者で

ある者を除く。）である満３歳未満保育認定子ども ０円 

（２） 政令第１４条各号又は第１４条の２第１項各号に定める額

が０円となる場合 ０円 

 ５ １の表から３の表までの規定にかかわらず、市長は、支給認定子

どもが特別利用教育を受けているときその他現に受けている支給

認定に係る支給認定子どもの該当する法第１９条第１項各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分（以下「支給認定区分」という。）

以外の区分の利用者負担額を適用することが適当と認めるときは、

支給認定区分以外の区分の利用者負担額を適用することができる。 

５ この表及び第３項の規定の適用については、規則で定めるとおり

とする。 

６ １の表から３の表まで及び第３項の規定の適用については、規則

で定めるとおりとする。 
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